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緊急事態発生
→運行会社

運行管理者に入電

該当エリアの所轄警察署
曽根崎/大淀/福島/天満

該当エリアの消防署
北区本署/大淀町/梅田

病院（救急）
救急安心センター大阪

Community Mobility社内
関係各所

◆社会実験内容（案）
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北区エリア及び、福島区エリア
※仮想乗降場所の設定について、利用者の意見を柔軟に反映させるために2週間に一度程度、
営業区域内かつ道路交通法上車両を停車させて問題ない箇所について、
地域公共交通会議委員の皆様に事前に報告した後に、事業者側で変更を行う。

（例）サービスを使いたいが足が悪く、仮想乗降場所への移動が困難な方など、需要に応じて柔軟な対応を行う為。

黄
背景

北区営業範囲

仮想乗降場所

Community Mobility株式会社：mobi北区・福島区運行地図
出典：国土地理院ウェブサイト （https://www.gsi.go.jp/top.html）

青背景 福島区営業範囲

◆社会実験内容（案）


